
 

   

 

 平成 27年３月５日 

 

「消費者庁越境消費者センター（ＣＣＪ）」を国民生活センターに移管します 

 

消費者庁では、平成 23 年 11 月から実証調査の一環として「消費者庁越境消費者

センター（ＣＣＪ）」を運営してまいりましたが、平成 27 年度以降は、本事業を独

立行政法人国民生活センターに移管して実施することとしました。 

 

１．移管の経緯について 

消費者庁では、平成 23 年 11 月に「消費者庁越境消費者センター（Cross-Border 

Consumer Center Japan：ＣＣＪ）」を開設し、インターネットを利用した越境消費者ト

ラブルに関する相談対応及び海外の消費者相談機関（以下「海外機関」という。）との

連携体制の構築に関する実証調査を行ってまいりました。  

この間、ＣＣＪは、延べ１万件を超える相談（平成 26年 12月時点）に応じる他、海

外機関との連携拡大や、トラブルの概要や注意すべき事項を分かりやすく消費者に伝え

るなど、越境消費者トラブルの解決支援に大きな役割を果たしてきました。 

その一方で、①相談件数の増加、多様化・複雑化する相談に対応可能な体制整備の必

要性、②海外機関からの信頼を確保するための事業の恒常化の必要性、③越境消費者ト

ラブルを未然防止するための消費者への啓発・注意喚起の重要性が認識されてきました。 

これらに対処するため、平成 27年度以降は、本事業を独立行政法人国民生活センター

（以下「国民生活センター」という。）に移管して実施することとしました。これによ

り、①より高度な消費生活相談に対応するための知見・ノウハウの確保や全国の消費生

活センター等との連携の強化、②海外機関からの信頼確保による連携の更なる拡大、③

国民生活センターの情報発信力やノウハウを活用した、より効果的な消費者への啓発・

注意喚起が期待できます。 

 

２．移管後の運営体制等について 

 平成 27 年度以降の運営体制等については、国民生活センターの発表資料を御確認く

ださい。 

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20150305_2.html 

 

 

                     （本件に関する問合せ先） 

消費者庁 消費者政策課 

                        小熊、中野 

TEL: 03(3507)9185 
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 「消費者庁越境消費者センター（ＣＣＪ）」は、海外ネットショッピングなど、海外の事業者との取引
でトラブルにあった消費者のための相談窓口。

 ＣＣＪでは、海外の消費者相談機関と連携し、海外に所在する相手方事業者に相談内容を伝達す
るなどして、事業者の対応を促し、日本の消費者と海外の事業者との間のトラブル解決を支援。

＜相談から解決までの流れ＞

消費者庁越境消費者センター（ＣＣＪ）の概要
参考
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消費者庁越境消費者センター（ＣＣＪ）の概要

＜相談件数の推移＞

＜トラブルの類型＞ ＜事業者の所在国・地域＞

21

123

147

193

156

138

107
169

143

154

154

146

192
220

225
249

253

478

246

399

332

341

293

366

421

471

366

503

363

407
413

418

331

303

345

334

382

303

335

0

100

200

300

400

500

600

新規相談受付件数

模倣品到着

20%

詐欺疑い

31%
商品未到着

13%

解約

21%

不当請求

4%

返品

3%

不良品

2% その他

7% 中国

27%

アメリカ

21%
イギリス

4%

香港

3%

インド

3%

オランダ

2%

韓国

1%

台湾

1%

フランス

1%

タイ

1%

ドイツ

1%

その他

7%

不明

29%

（件）

（年／月）



平成24年４月11日
 インターネットを通じた海外ショッピング時のトラブルと注意すべき５つのポイント

～消費者庁越境消費者センター（CCJ）に寄せられた相談から～

平成25年２月５日
 そのネットショッピング、本当に大丈夫？

～模倣品の販売が確認された海外ウェブサイトを公表します～
 その商品、模倣品かも…？？

～模倣品を販売するウェブサイトを見抜く４つのチェックポイント～

平成25年10月23日～
 海外ショッピングのトラブルに関する相談事例を公開しました

※平成27年２月末時点で７事例を掲載。

平成26年２月28日～
 悪質な海外ウェブサイトを公表します

～海外ネット通販サイトでの模倣品・詐欺に注意～
※平成27年２月末時点で267サイトを掲載。

＜悪質な海外ウェブサイト一覧＞

＜相談事例集＞

＜過去に実施した主な啓発・注意喚起＞

消費者庁越境消費者センター（ＣＣＪ）の概要
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